
 

  

 

2020 年 9 月 30 日 

各位 

株式会社 bitFlyer 

 

欧州・日本間のクロスボーダー取引を開始 

bitFlyer EUROPE のお客様は日本の bitFlyer の BTC/JPY ペア取引が可能に 

株式会社 bitFlyer（本社：東京都港区、代表取締役：三根 公博、以下「当社」）は、9月

30日より、当社のお客様と当社子会社である bitFlyer EUROPE S.A.（以下「bitFlyer 

EUROPE」）のお客様の間でのクロスボーダー取引*1 が可能になりましたことをお知らせ

します。 

これにより、bitFlyer EUROPEのお客様は、既存のアカウントを利用したまま、より流動

性の高い当社の BTC/JPY ペア取引が可能になるとともに、BTC/JPY ペアの更なる流動性

向上が期待されます。 

 
日本のビットコイン市場は世界最大の市場の 1 つであり、世界の BTC 対 FIAT（各国の法

定通貨）の取引量の約 20 ％が JPY に対して取引されています。*2 

そして、日本最大級の暗号資産取引所である当社は、JPY 取引量の 70 ％以上のシェアを占

めており、高い流動性を保持しています。*3 

  

当社は、流動性や暗号資産のラインナップに富んだグローバルな暗号資産取引プラットフォ

ームを各国・地域の法令を遵守した形で構築することを目指してきました。欧州・日本間の

クロスボーダー取引の開始は、bitFlyer グループにとって、グローバルプレイヤーとしての

地位を強化する上で、重要な第一歩です。 

クロスボーダー取引開始に伴う流動性の向上により、当社および bitFlyer EUROPE のお客

様は、取引に際した売買価格のスプレッドリスクやスリッページリスクを軽減でき、より安

全で円滑な取引を行うことが期待できます。 

  

また、bitFlyer グループは、日米欧の 3拠点において金融当局よりライセンスを受けてお

り、bitFlyer EUROPE のお客様はこれまでどおり、ルクセンブルク金融当局の監督を受け

る bitFlyer EUROPEの取引プラットフォームから直接、BTC/JPY ペアにアクセスし安全

にお取引いただけます。 



 

bitFlyer グループの長期的な目標は、日米欧のお客さまがグローバル共通のプラットフォー

ムですべての取引ペアをご利用いただけるようにすることです。今後もお客様にお喜びいた

だけるサービスをご提供できるよう、社員一同日々取り組んでまいります。 

【株式会社 bitFlyer について】 

当社は、「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに、2014 年に設立されまし

た。現在、ビットコイン等の暗号資産取引プラットフォームにおいて、世界最高水準のセ 

キュリティ*4 を提供し、ビットコイン取引量国内 No.1 を維持しています。そして日米欧の  

3 地域において暗号資産交換業を運営する認可を受けた世界で唯一の暗号資産取引所です。 

 bitFlyer サービスサイト：https://bitflyer.com 

  
  
【bitFlyer EUROPE S.A. について】 

bitFlyer EUROPE は、bitFlyer の完全子会社です。オフィスをルクセンブルクに構え、 欧

州連合のトレーダー向けに 2018 年から暗号資産取引所を運営しています。bitFlyer 

EUROPE は、ルクセンブルク金融監督委員会（CSSF）の監督のもと Payment 

Institution License*5 を取得しています。 

bitFlyer EUROPE サービスサイト： https://bitflyer.com/en-eu 

 

 
*1国境を越えて行われる取引。 
*2 Coinhills 調べ。2020 年 9 月現在。 
*3 Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2020 年 1 月- 8 月の月間出来高（差金決

済/先物取引を含む） 
*4 Sqreen 社調べ。140 の暗号資産取引所の中で当社がセキュリティ No.1 の評価を獲得。 

*5 欧州連合域内における暗号資産交換業等を含む特定の金融事業運営には、欧州連合加盟国いずれかにお 

いて Payment Institution License 等のライセンス取得が必要となるため、ルクセンブルクにおいて当該 

ライセンスを取得しました。 

 

【本プレスリリースに関する補足事項】  

・日本居住者向けに発信しています。  

・当社より子会社である bitFlyer EUROPE の顧客への勧誘行為は行っておりません。 

 

 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社 bitFlyer 広報担当 

〒107-6233 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー 

サービスサイト：https://bitflyer.com  お問い合わせ先：pr@bitflyer.com 
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